
 

 

姫 監 公 表 第 １ 号   

令和３年  ２月  ２日    

 

 

姫路市監査委員   甲  良  佳  司  

同         芝  野    稔  

同         酒  上  太  造  

同         駒  田  かすみ  

 

 

住民監査請求（「減免した施設使用料等の返還」）に

係る監査の結果について  

 

 令和２年１２月７日に受付した地方自治法第２４２条第１項の

規定に基づく住民監査請求に係る監査の結果を、同条第５項の規定

に基づき、次のとおり公表します。  
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第１ 監査の請求 

 

１ 請求人 

姫路市民 廣野 武男 

 

２ 請求年月日 

住民監査請求「減免した施設使用料等の返還」（以下「本件請求」とい

う。）に係る請求書は、令和２年１２月７日に提出された。 

 

３ 請求の趣旨 

姫路市立津田公民館大規模改修工事に伴い、当該公民館が使用でき

ないことから、その代替施設として姫路市環境ふれあいセンターを使

用するため、令和２年２月４日から同年５月１０日の期間に姫路市生

涯学習課長が提出した使用許可申請書９８件（使用料 256,360 円）の

うち、「心と身体の健康体操」等の９１件（使用料 199,250 円）につ

いて、姫路市環境ふれあいセンター条例施行規則（平成１５年姫路市

規則第５号。以下「センター条例施行規則」という｡）の減免規定に該

当しない違法な減免を行い免除している。  

よって、姫路市長に対し、姫路市生涯学習課長が姫路市環境ふれあ

いセンター使用許可申請書を提出し、姫路市長（美化業務課長及び環

境ふれあいセンター所長）が決定した違法な使用料減免を行った全額

と返還に至るまでの年５％の利息相当分を姫路市に返還することを求

める。 

 

４ 事実を証する書面 

請求人は、事実証明書として、次の各書面を添付している。 

⑴ 公文書公開請求書（姫路市環境ふれあいセンター請求分）  

⑵ 公文書公開請求書（姫路市立津田公民館請求分）  

⑶ 姫路市環境ふれあいセンター使用許可申請書  

 （平成３１年４月１日から令和２年５月１０日の申請分１８７件） 

⑷ 姫路市立津田公民館使用許可申請書 

（平成３１年３月２７日から令和２年６月１９日の申請分３５３件） 

⑸ 姫路市生涯学習課長申請による「環境ふれあいセンター」使用料  

減免状況（全件） 

⑹ 姫路市生涯学習課長申請による「環境ふれあいセンター」使用料  

減免状況（減免相当分） 

⑺ 関係条例及び関係規則 
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５ 請求の受理 

本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う｡）第２４２条に規定する要件を具備しているものと認め、令和２年

１２月１１日に受理を決定した。 

 

第２ 監査の実施 

 

１ 監査の対象事項 

姫路市が、令和２年２月４日から同年５月１０日までの期間、姫路市

環境ふれあいセンターに使用許可申請を行った姫路市生涯学習課長に

対し、当該施設の使用許可に係る使用料を減免したことが、違法又は不

当に公金の徴収を怠る事実にあたるか否かを、監査対象事項とした。 

 

２ 監査対象部局 

環境局 美化部 美化業務課（姫路市環境ふれあいセンター） 

 

３ 「請求人」の証拠の提出及び陳述 

請求人に対し、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和２年１２月

１７日に証拠の提出及び陳述を行う機会を与えた。 

請求人は、当該陳述において、請求の趣旨に係る補足説明を行ったが、

追加の証拠書類の提出はなかった。 

なお、陳述の要旨は、次のとおりである。 

⑴ センター条例施行規則第１１条で、減免措置について規定されてお

り、「市が使用する場合、使用料の全額」と記載されている。この規

定を適用していると思われる。 

⑵ 姫路市立津田公民館では、同じ団体が同じ目的で、「有料」で使用

している。しかし、姫路市環境ふれあいセンターでは、「無料」にな

っており、疑いの余地のない権限の乱用で減免している。  

⑶ 姫路市環境ふれあいセンターと姫路市立津田公民館の使用許可申

請書の違いは、姫路市立津田公民館は、団体が申請している。一方、

姫路市環境ふれあいセンターは、姫路市生涯学習課長が申請している。 

姫路市生涯学習課長が申請したものは、市の事業に該当するのかと

いうことである。 

⑷ 姫路市立公民館使用料等に関する規則（平成１８年姫路市規則第１

９号。以下「公民館使用料等規則」という。）第２条とセンター条例

施行規則第１１条の規定の内容は、全く同じである。 

市の原則として、使用料を減免するか否かは、この条項を基に判断
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している。 

⑸ 姫路市環境ふれあいセンターを使用した団体は、市の団体なのかど

うかということを証明するべきである。 

⑹ 今回の減免適用は、違法というより職権乱用である。教育委員会で

ありながら、規範意識が全くなく、この条例違反は恒常化している。 

 

４ 「監査対象部局」の陳述 

法第２４２条第８項の規定に基づき、令和２年１２月１７日に関係職

員の陳述を聴取した。 

陳述の要旨は、次のとおりである。 

⑴ 請求人が示す、姫路市生涯学習課長から提出された姫路市環境ふ

れあいセンター使用許可申請書９８件のうち、減免規定に該当しな

い旨の請求があった９１件は、姫路市立津田公民館の大規模改修工

事に伴い、令和２年７月から翌年３月まで休館することを受け、公

民館事業である文化講座を休館中も継続して開催するため、代替施

設として姫路市環境ふれあいセンターを使用することについて、姫

路市生涯学習課から相談を受け、申請方法等の協議を行った上で、

受け入れることとしたものである。 

⑵ 公民館各館における文化講座は、原則、月２回開催されており、

公民館がその目的のために実施する事業であることから、施設の使

用許可申請は不要で、施設使用料は徴収していない。ただし、規定

の回数を超えて使用する場合は、市使用ではなく、一般使用として

使用許可申請をさせて施設使用料を徴収している。 

⑶ 姫路市環境ふれあいセンターでの施設使用料を徴収しない文化講

座の受け入れについても、１団体につき月２回までとしている。 

⑷ 姫路市環境ふれあいセンターの使用料の減免については、姫路市

環境ふれあいセンター条例（平成１５年姫路市条例第１号）第９条

及びセンター条例施行規則第１１条に規定している。 

今回の公民館事業は、同規則第１１条第１号に規定する「市が使

用する場合」に該当するものとして、使用料の全額を免除したもの

である。 

⑸ 請求人は、姫路市立津田公民館使用時の姫路市立津田公民館使用

許可申請書を確認すると施設使用料の減免が全く行われていないに

も関わらず、代替施設の姫路市環境ふれあいセンター使用時におい

て、施設使用料が減免されるのは、著しく使用料負担の公平性を欠

く旨を指摘しているが、いずれの施設利用においても１団体につき

月２回までは使用料の負担がない点で、公平性は担保されていると
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考える。 

⑹ 以上のことから、請求人の主張する施設使用料の違法な減免の事

実はなく、施設使用料の減免申請手続き及び職員の行った事務はい

ずれも適切であると考える。 

 

５ 監査の実施方法 

法第２４２条第５項の規定に基づく監査は、監査対象部局、また関係

する部局として市立公民館を所管する教育委員会事務局生涯学習部生

涯学習課に対して、関係書類の提出を求め、書類調査を行うとともに、

事情聴取を行う方法により、事実関係の調査を実施した。 

 

第３ 監査の結果 

 

１ 事実関係の確認 

⑴ 使用許可申請の確認 

請求人の示す令和２年２月４日から同年５月１０日の期間の９８

件は、姫路市生涯学習課主催の「子育て教室」に係る使用許可申請が

７件、請求人が違法な減免を行っていると主張する公民館の教室等に

係る使用許可申請が９１件で、使用状況等の内訳は次表のとおりであ

った。 

使用目的  申請件数  中止回数  使用回数  使用期間  

文化講座等  ９０件  ５回  ８５回  R2.7～R2.10 

地域講座  

（囲碁大会）  
１件  －  １回  R2.8 

計  ９１件  ５回  ８６回  R2.7～R2.10 

 

⑵ 姫路市立公民館の概要について 

姫路市においては、市立公民館が令和２年４月１日現在で６８施設

整備されており、「姫路市立公民館活動指針」を定め、地域における

社会教育、地域のコミュニティ活動の拠点として、継続的に活動して

いる。 

ア 各公民館の主催事業について 

各公民館の主催事業については、各公民館長が毎年度事業計画を

企画し、毎月「公民館だより」を発行し、広報している。また、次

表に示す８事業が事業計画に位置づけられ、当該計画に基づき展開

しており、公民館を利用するにあたり使用許可等の手続はとってい

ない。  
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   【各公民館主催事業】  

事業名  内容  

教養講座  
地域課題や日常生活に関連した課題などについ

て、単発的に開催する学習  

地域講座  
高齢者対象、子育て支援、ふるさと歴史学習など、

学級形式による１年度を単位とした継続学習  

文化講座  
趣味、生きがいにつながる様々な講座を講座生の

自主運営で開催する継続学習  

活動推進委員会  公民館活動に対して具申・協力を行う。  

リーダー育成の

集い  

公民館での学習成果を生かして、公民館事業に参

画する生涯学習リーダーを育成する。  

学習発表会  公民館での学習成果を発表する。  

広報紙の発行  
公民館事業の情報提供、文化情報の提供、地域課

題の情報提供、図書等の紹介  

公民館自主事業  
地域や館の特性を活かした公民館独自の事業、必

要に応じ、地域の社会教育として実施  
 

イ 各公民館の大規模改修工事に伴う代替使用について 

平成２３年度より、築後２５年を経過した公民館について、老朽

化している設備等の更新を基本方針とした大規模改修工事を順次実

施している。 

大規模改修工事が行われる公民館においては、公民館事業を継続

して実施するにあたり、代替施設で行うことが可能な場合は他の公

民館、近隣の公共施設等を代替使用しているのが現状である。 

 

⑶ 姫路市立津田公民館の大規模改修工事に伴う代替使用について 

ア 「公民館だより」に記載のある文化講座等の活動について 

平成３１年４月から令和２年６月までの期間における当該公民館

で活動している文化講座等の１月当たりの平均的な使用状況及び改

修工事に伴う代替施設の使用状況は、次表のとおりである。なお、

表中の「申請回数」は、使用回数のうち団体の自主事業としての使

用許可申請を表すものである。 

同期間において、使用回数が４回の文化講座等は、「心と身体の健

康体操」であり、合計で８件あった。  

請求人の示す有償での使用許可は、これに該当する。  
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  【文化講座等の１月当たりの平均的な使用状況等】 

 文化講座等 
使用

回数 

申請

回数 
改修工事に伴う代替施設 

１ ３Ｂ体操 ３回 － 姫路市環境ふれあいセンター 

２ 男の料理教室 １回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

３ 音楽 ２回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

４ 心と身体の健康体操 ４回 １回  姫路市環境ふれあいセンター 

５ 茶道 ２回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

６ 社交ダンス ２回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

７ 三味線 ２回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

８ 書道 ３回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

９ 大正琴 ３回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

10 手編み ３回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

11 ボイストレーニング ２回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

12 謡曲 ２回 －  姫路市環境ふれあいセンター 

13 囲碁（自主活動） ８回 ※  姫路市環境ふれあいセンター 

14 絵てがみ ２回 －  他の市立公民館 

15 スポーツダンス ２回 －  他の市立公民館 

16 陶芸 ２回 －  他の市立公民館 

17 俳句 １回 －  他の市立公民館 

18 和裁 １回 －  他の市立公民館 

19 筝曲 ２回 －  自治会集会所 

20 ふる里の民踊 ２回 －  休止 

21 将棋（自主活動） ８回 ※  休止 

   ※囲碁、将棋は、公民館のロビーなどの共用スペースを活用 

 

イ 休館に伴う教室等の対応について 

当該公民館は、令和２年７月１日から翌年３月３１日までの期間

の休館に伴い、今後の公民館活動について、定期的に使用している

教室等に対し、希望調査を実施した。  

調査内容は、継続の有無、継続する場合は使用希望場所（姫路市

環境ふれあいセンター、他の市立公民館等）の確認であった。 

調査した結果、姫路市環境ふれあいセンターを希望した教室等が

１３団体あった。 
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ウ 姫路市環境ふれあいセンターについて  

姫路市環境ふれあいセンターは、市民の環境に対する意識の向上

を図るとともに、地域コミュニティ活動の推進を図ることを目的と

し、設置されている。 

当該センターは、姫路市立津田公民館の近隣に位置し、大ホール、

会議室、多目的室等を有し、姫路市環境ふれあいセンター条例等に

基づき、運営されている。また、自治会、地域住民の活動等の複数

の団体が使用している。 

 

エ 姫路市環境ふれあいセンターと姫路市生涯学習課の協議につい 

 て 

代替使用するにあたり、令和２年１月２２日に姫路市生涯学習

課職員、姫路市環境ふれあいセンター所長、姫路市立津田公民館

長及び各文化講座の代表者との間で、代替使用の希望のあった「文

化講座」に係る使用料の取扱いについて協議が行われた。  

協議した内容は、「文化講座」は当該公民館の主催事業で、月２

回を原則（３回まで使用可能）として使用許可申請なく使用して

いたため、同センターにおいても、センター条例施行規則第１１

条第１号（市が使用する場合）の適用を依頼するものであった。 

姫路市生涯学習課は、協議に基づき、令和２年２月１日付で姫

路市環境ふれあいセンターに対し、「津田公民館文化講座の使用に

ついて」の依頼文を発出した。 

依頼文の内容は、当該公民館の改修工事に伴い、令和２年７月

から翌年３月までの期間、「文化講座」の無料使用を依頼するもの

である。また、使用回数についても「１団体、月２回に限り無料

使用」、「３回目以降は規定の使用料を支払います。」と明記し、併

せて１３団体を記載した「津田公民館文化講座一覧」を添付し、

依頼した。 

   

⑷  姫路市環境ふれあいセンターでの姫路市立津田公民館の文化講座

等の使用状況及び減免適用状況について 

姫路市環境ふれあいセンターで姫路市立津田公民館の文化講座等

の使用状況を確認すると、同センターでは、他の定期的に使用してい

る団体の予約後に、空いている時間帯を利用して当該公民館の文化講

座等の団体が使用している状況であった。  

また、令和２年７月から同年１０月までの期間における姫路市環境

ふれあいセンター使用許可申請書及び施設使用予約状況を確認した
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結果、当該公民館の文化講座等の使用状況及び減免適用状況は、各月

いずれも減免件数は、２件までであることを確認した。使用回数が月

２回を超える場合については、申請者がそれぞれの団体の代表者であ

り、かつ、使用料を徴収していることを確認した。  

 

⑸ 「囲碁」・「将棋」の取扱いについて 

姫路市生涯学習課は、本件請求に伴い、姫路市立津田公民館の公民

館日誌を確認する中で、当課と当該公民館において「囲碁」・「将棋」

の取扱いが異なっていることが分かった。このことにより、「津田公

民館文化講座一覧」に、姫路市環境ふれあいセンターで代替使用を希

望した「囲碁」を含めて無料使用を依頼し、誤って使用料を減免して

いることが判明した。  

確認した結果、誤って減免された件数は１０件、減免された使用料

は９，４００円であった。  

なお、誤って減免された１０件について、姫路市美化業務課は、姫

路市生涯学習課からの申出に基づき、使用許可を取り消した。併せて、

「囲碁」の団体からの当該日に係る使用許可申請を受理した。この使

用許可申請を基に、使用料９，４００円を令和２年１２月２９日に徴

収している。  

 

２ 判断 

請求人の示す姫路市生涯学習課長が姫路市環境ふれあいセンターの

使用許可申請を行った本来であれば減免規定に該当しない教室等の減

免については、姫路市立津田公民館の大規模改修工事に伴い、公民館の

主催事業の代替使用としてなされたものであり、センター条例施行規則

第１１条第１号を適用した市が使用する場合の減免に該当し、適正な減

免が行われていると考える。  

また、これらの教室等が姫路市立津田公民館使用時の使用許可申請書

を確認すると、施設使用料の減免が全く行われていないことについては、

公民館の主催事業である「文化講座」は、月３回までは使用許可申請自

体がなされておらず、団体の自主事業である４回目の使用に係るもので

ある。  

   したがって、姫路市環境ふれあいセンターでの月２回の「文化講座」

の代替使用は、公民館の「文化講座」と同等の取扱いがなされており、

請求人の主張する著しく使用料負担の公平性を欠くものではない。  
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   また、本件請求による事務の再確認で判明した公民館の主催事業にあ

たらない「囲碁」の減免については、姫路市のホームページで公表され

ている「文化講座開設一覧表」の中に、「囲碁（自主活動）」として記

載のある講座のため、事務的な取扱いの誤りであり、意図的に行われた

ものではないと考える。  

なお、「囲碁」の減免については、既に姫路市生涯学習課への使用

許可を取り消し、「囲碁」の団体からの使用許可申請を受理し、誤っ

た事務処理は正され、適正な使用料を徴収している。  

 

第４ 結論 

 

以上のことから、令和２年２月から同年５月の期間中、姫路市生涯

学習課長に対し姫路市環境ふれあいセンターの使用許可に係る使用料

を減免したことは、違法に使用料の減免を行った事実があるとは認め

られない。 

よって、本件請求には、理由がないと判断し、棄却する。 

 

 

 

 


